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2025年6月26日（木曜日）午前10時

大阪市西区西本町一丁目4番1号
オリックス本町ビル3階 会議室2

（末尾の「総会会場のご案内」をご参照ください。）

第1号議案： 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 
5名選任の件

第2号議案：監査等委員である取締役1名選任の件

日 時

場 所

決 議 事 項

証券コード：1420

2025年6月25日（水曜日）午後5時45分まで
インターネットまたは書面による議決権行使期限

目 次

お土産の廃止について
株主総会にご出席の株主様へのお土産は
とりやめとさせていただいております。
何卒ご理解いただきますようお願い申し
あげます。



ビジョン・ステートメント

我々は、
「社会になくてはならない存在」

でありつづけます。

スローガン

人と地球がよろこぶ住まい

　サンヨーホームズは、「住まい」と「暮らし」のお困り事をお客さまと一緒になって解決し、住まい方の変化にも
常に身近で寄り添える、一生のパートナーでありたいと考えます。
　地球環境の保全と人々の安全と安心を守る「エコ&セーフティ」な住まいづくりと、お客さまの暮らしに役立つ
様々なご提案、さらに社会のニーズに応える事業を通じて、人生の新しい“よろこび”を創造します。

経営理念（Vision） 私たちは住まいづくりのプロとしてお客様のウォンツを満たし
「快適空間の創造」と「退屈しない人生の提案」により
顧客満足の更なる向上を図る

経営指針（Mission） For the best life　総合「住生活」提案企業

事業コンセプト（Value） エコ&セーフティ　環境・安全・安心
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株　主　各　位

第29回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第29回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行
使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年6月25
日（水曜日）午後5時45分までに議決権を行使していただきたくお願い申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりま
すので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　〈当社ウェブサイト〉
　https://www.sanyohomes.co.jp/ 

　電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、三井住友信託銀行のウェブサイト、東京証
券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　〈株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）〉
　https://www.soukai-portal.net
　 同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、ID・パスワードをご入力ください。

　〈東京証券取引所ウェブサイト〉
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 
　 「銘柄名（会社名）」に「サンヨーホームズ」または「1420」（半角）を入力・  

検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご覧ください。 

 敬　具　

大 阪 市 西 区 西 本 町 一 丁 目 4 番 1 号

代表取締役社長 松 岡 久 志
サンヨーホームズ株式会社

証券コード 1420
2025 年 6 月 4 日
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・ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
あげます。なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレ
ス https://www.sanyohomes.co.jp/）、株主ポータルサイト®および東証ウェブサイトに掲載させていた
だきます。

・ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送
りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基
づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.sanyohomes.co.jp/） 、株主総会
ポータル®（三井住友信託銀行）および東京証券取引所（東証）のウェブサイトに掲載しておりますので、
本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

　　①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
「業務の適正を確保するための体制の運用状況」

　　②連結計算書類の連結株主資本等変動計算書・連結注記表
　　③計算書類の株主資本等変動計算書・個別注記表
　 従いまして、本招集ご通知提供書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算

書類及び計算書類の一部であり、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算
書類及び計算書類の一部であります。なお、監査等委員会および会計監査人は、上記の事項を含む監査対象
書類を監査しております。

記

1．日　　　時 2025年6月26日（木曜日）午前10時
2．場　　　所 大阪市西区西本町一丁目4番1号
 　オリックス本町ビル3階　会議室2
 　（末尾の「総会会場のご案内」をご参照ください。）
3．目的事項
　　　報 告 事 項 1． 第29期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内

容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

  2． 第29期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内
容報告の件

　　　決 議 事 項
 第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
 第 2 号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

 以　上　
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株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使についてのご案内

株主総会に
ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

2025年6月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

開催日時

次頁の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

2025年6月25日（水曜日）
午後5時45分入力完了分まで

行使期限

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

2025年6月25日（水曜日）
午後5時45分到着分まで

行使期限

インターネットと書面（郵送）により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたし
ます。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
なお、各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成としてお取扱いいたします。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 議決権行使個数 XX 個 1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○

××××年　×月××日

議 案

賛賛
否
表
示
欄

第１号
議　案

下の候補
者を除く）（

否

第２号
議　案

賛

否

※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネットで議決権を
行使される場合

第1号議案
⇒ 全員賛成の場合 ：「賛」の欄に〇印

⇒ 全員反対の場合 ：「否」の欄に〇印

⇒ 一部の候補者に
反対される場合 ：

「賛」の欄に〇印をし、
反対される候補者の番号を
ご記入ください。

第2号議案
⇒ 賛成の場合 ：「賛」の欄に〇印

⇒ 反対の場合 ：「否」の欄に〇印
※ 当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出

ください。

見 本
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PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。　▶https://www.web54.net

ご注意事項
●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使
書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。

●インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場
合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最
後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間  9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2025年6月25日（水）午後5時45分まで

スマートフォン等による議決権行使方法
2 株主総会ポータル®トップ画
面から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

3 スマート行使®トップ画面が表
示されます。以降は画面の案内
に従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使書用紙に記載の
QRコード®を読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。
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株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）4名全員は、
本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の機能強化を図るため
1名を増員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。
　当社は、企業理念、持続的成長ならびに企業価値の向上を実現するため当社の取締役として
相応しい豊富な経験と高い能力・見識、高度な専門性を有する人物を取締役候補者として指名
しております。
　なお、取締役候補者の選任につきましては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委
員会の答申を踏まえたうえで公正かつ適切に決定しており、監査等委員会においても妥当と判
断されております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 田
た

中
な か

康
や す

典
す け

取締役会長 再 任

2 松
ま つ

岡
お か

久
ひ さ

志
し

代表取締役社長 社長執行役員 再 任

3 美
み

山
や ま

正
ま さ

人
と

代表取締役 副社長執行役員 再 任

4 福
ふ く

井
い

江
こ う

治
じ

取締役専務執行役員 再 任

5 田
た

中
な か

教
きょう

二
じ

専務執行役員 新 任

再 任 再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者
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候補者番号 氏　　名 （生年月日）

2 松
ま つ

岡
お か

久
ひ さ

志
し

（1963年10月4日）

 略歴、当社における地位及び担当
2006年 6月　当社取締役
2009年 4月　当社取締役常務執行役員
2010年 4月　当社取締役専務執行役員
2012年 4月　当社取締役副社長執行役員
2016年 3月　 当社取締役副社長執行役員 兼  

マンション事業責任者
2017年 4月　 当社代表取締役社長 兼 COO 兼  

マンション事業責任者
2018年 4月　当社代表取締役社長 兼 COO
2018年 6月　当社代表取締役 副会長執行役員 
2020年 4月　 当社代表取締役社長 社長執行役員 兼  

マンション事業本部長（現任）

 所有する当社の株式数　9,300株

 選任の理由
マンション事業のみならず住宅事業含め
全社的な業務推進の先頭に立ち、リーダー
シップを遺憾なく発揮しており、今後の
当社の経営に欠かせないと判断し、引き
続き取締役候補者といたしました。

候補者番号 氏　　名 （生年月日）

1 田
た

中
な か

康
や す

典
す け

（1940年1月31日）

 略歴、当社における地位及び担当
2002年 4月　当社代表取締役会長
2006年 3月　当社代表取締役会長 兼 社長
2009年 4月　 当社代表取締役会長 兼 社長  

会長 兼 社長執行役員
2015年 6月　当社代表取締役会長 兼 CEO
2018年 6月　当社代表取締役会長
2020年 4月　当社取締役会長（現任）

 所有する当社の株式数　30,100株

 選任の理由
長年にわたる経営経験により、グループ
全体の成長戦略とコーポレートガバナン
スの向上に大きな成果を挙げてまいりま
した。経営に関する豊富な知見と能力は
当社の経営に欠かせないと判断し、引き
続き取締役候補者といたしました。

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類
／
計
算
書
類

7



候補者番号 氏　　名 （生年月日）

3 美
み

山
や ま

正
ま さ

人
と

（1959年3月18日）

 略歴、当社における地位及び担当
2005年 6月　当社取締役
2006年 3月　当社常務取締役
2009年 4月　当社取締役常務執行役員
2010年 4月　当社取締役専務執行役員
2016年 3月　 当社取締役専務執行役員 兼  

戸建事業責任者
2016年 6月　当社専務執行役員 兼 戸建事業責任者
2017年 6月　当社取締役副社長執行役員
2022年10月　 当社取締役副社長執行役員 兼  

住宅事業担当
2023年 6月　 当社代表取締役 副社長執行役員 兼  

住宅事業担当
2024年 4月　 当社代表取締役 副社長執行役員 兼  

住宅事業本部長（現任）

 所有する当社の株式数　11,600株

 選任の理由
住宅事業全般にわたる豊富な知見と経験
を有すると共に、営業の第一線での実績
にも富み、今後の当社住宅事業の要とし
て欠かせないと判断し、引き続き取締役
候補者といたしました。

候補者番号 氏　　名 （生年月日）

4 福
ふ く

井
い

江
こ う

治
じ

（1965年1月12日）

 略歴、当社における地位及び担当
2012年 4月　当社執行役員
2017年 4月　当社常務執行役員
2018年 6月　 当社取締役常務執行役員 兼  

経営管理本部長
2020年 4月　 当社取締役専務執行役員 兼  

経営管理本部長（現任）

 重要な兼職の状況
サンヨーリフォーム株式会社監査役
サンヨーホームズコミュニティ株式会社監査役
サンヨーアーキテック株式会社監査役

 所有する当社の株式数　1,000株

 選任の理由
管理部門全般にわたる豊富な知見と経験
を有し、企業会計・税務等にも明るく、
内部統制にも精通しており、当社の経営
の要として欠かせないと判断し、引き続
き取締役候補者といたしました。
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（注） 1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2．所有する当社の株式数には、役員持株会における持分を含んでおりません。
 3． 当社は、各候補者との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、各取締役候補者の選任が

承認されますと当社は各氏と引き続き同契約を締結予定であります。当該契約の内容の概要は、事業報告の23頁に
記載のとおりです。

 4． 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険
契約の内容の概要は、事業報告の23頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、各氏は引き続
き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で
更新することを予定しております。

候補者番号 氏　　名 （生年月日）

5 田
た

中
な か

教
きょう

二
じ

（1959年9月13日）

 略歴、当社における地位及び担当
2008年 6月　当社取締役
2009年 4月　当社取締役執行役員
2010年 4月　当社取締役常務執行役員
2013年 4月　当社取締役専務執行役員
2016年 3月　 当社取締役専務執行役員 兼  

賃貸・福祉事業責任者
2016年 6月　 当社専務執行役員 兼  

賃貸・福祉事業責任者
2017年 6月　 当社取締役専務執行役員 兼  

賃貸・福祉事業責任者
2018年 4月　当社取締役専務執行役員
2019年 4月　当社取締役副社長執行役員
2021年 4月　当社取締役顧問
2021年 6月　当社顧問
2022年 4月　当社常務執行役員
2024年 4月　当社専務執行役員
2025年 4月　 当社専務執行役員 兼  

建築本部長（現任）

 所有する当社の株式数　6,910株

 選任の理由
建築・技術・工場生産全般にわたる豊富
な知見と経験を有し、第一線での設計、
営業経験もあり、当社の技術の要として
欠かせないと判断し、取締役候補者とい
たしました。
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第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

　監査等委員である取締役高山和則氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）

高
た か

山
や ま

和
か ず

則
の り

（1970年10月30日）

 略歴、当社における地位及び担当
1993年10月　中央新光監査法人入所
2004年11月　高山公認会計士事務所所長（現任）
2008年 3月　 A&Fコンサルティング株式会社 

代表取締役（現任）
2012年 6月　当社監査役
2015年 6月　当社監査等委員である取締役（現任）

 重要な兼職の状況
タビオ株式会社社外監査役

 所有する当社の株式数　4,400株

 選任の理由及び期待される役割
公認会計士、税理士として企業会計に精
通し、また企業経営者の観点から、当社
グループのコーポレートガバナンス向上
のための助言をいただけることを期待し、
引き続き監査等委員である社外取締役と
して適任と判断いたしました。
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（注） 1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2．高山和則氏は、社外取締役候補者であります。
 3． 高山和則氏は当社の監査等委員である取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本

総会終結の時をもって10年となります。
 4． 当社は、高山和則氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく監査等委員である取締役の責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最
低責任限度額であります。高山和則氏が監査等委員である取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であ
ります。

 5． 当社は、高山和則氏との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており高山和則氏の選任が承認
されますと当社は同氏と引き続き同契約を締結予定であります。当該契約の内容の概要は、事業報告の23頁に記載
のとおりです。

 6． 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険
契約の内容の概要は、事業報告の23頁に記載のとおりです。高山和則氏の選任が承認されますと、引き続き当該保
険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する
ことを予定しております。

 7．所有する当社の株式数には、役員持株会における持分を含んでおりません。
 8． 当社は、高山和則氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に対して届け出ておりますが、高山和則

氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
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（ご参考）
　下記は、取締役、監査等委員である取締役に特に期待する知識・経験・能力であり、当社が
特に期待するもので、各対象者の有する全ての知見等を表すものではありません。
　ESGについては、中長期的な企業価値の向上につながるものであり、特に期待するものであ
ります。

氏名 役職名 経営 マーケ
ティング

建築・
不動産

法務
リスク管理

財務・会計・
ファイナンス

ESG
サステナ
ビリティ

田中　康典 取締役会長 ◎ ◎ ◎ ◎

松岡　久志 代表取締役社長
社長執行役員 ◎ ◎ ◎ ◎

美山　正人 代表取締役
副社長執行役員 ◎ ◎ ◎ ◎

福井　江治 取締役
専務執行役員 ◎ ◎ ◎ ◎

田中　教二 専務執行役員 ◎ ◎ ◎

薗　　吉輔 取締役
（監査等委員） ◎ ◎ ◎

高山　和則 取締役
（監査等委員） ◎ ◎ ◎

田原　祐子 取締役
（監査等委員） ◎ ◎ ◎

 以　上
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1．企業集団の現況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国の経済は、労働需給の改善、最低賃金上昇等により、雇用や所得環境が
改善され、景気は緩やかな回復傾向でありました。しかし、継続する各種物価・金利の上昇、国際情勢の
緊迫化、直近においては米国による関税政策の動向等、景気の先行きは、引き続き不透明な状況が続いて
おります。
　住宅業界におきましても、地価について2025年3月公示価格は全国平均で前年比2.7%上昇、三大都市圏
では4.3%上昇となり、住宅地、商業地のいずれも4年連続での上昇となっております。住宅ローン金利につ
いても上昇傾向が続いており、資材価格の高止まりや労務費の高騰も含め、先行き不透明な状況にあります。
　このような状況の中、当社グループは、ビジョンステートメント「我々は“社会になくてはならない存在”
でありつづけます。」のもと、「人と地球がよろこぶ住まい」をスローガンとし事業を通じ社会に貢献するこ
とにより、持続的成長と企業価値の向上をめざすとともに、温室効果ガス削減に積極的に取り組んでまいり
ます。また、2025年3月には「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に2年連続で認定されるととも
に「くるみん認定」を取得しております。
　この結果、当連結会計年度の経営成績については、売上高45,518百万円（前年同期比0.7%減）、営業利
益956百万円（前年同期比0.3%増）、経常利益1,167百万円（前年同期比24.9%増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益673百万円（前年同期比3.8%増）となりました。

（1） 当事業年度の事業の状況

事業報告（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

50,000

30,000

40,000

20,000

10,000

0

200

400

0

800

1,200

1,000

600

0

200

400

600

800

第28期

935

第29期
（当期）

1,167

第28期

648

第29期
（当期）

673

第28期

45,860

住宅部門
20,803

マンション部門
20,582
その他
4,474

第29期
（当期）
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20,189
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単位：百万円

連結売上高 連結経常利益

単位：百万円単位：百万円

親会社株主に帰属する連結当期純利益
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（セグメント別の概況）
　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　 　戸建住宅におきましては、ecology（環境保全）とeconomy（経済性）を両立させた経済合理設計提
案「W-eco design（ダブル・エコ・デザイン）」、1階部分をRC造（鉄筋コンクリート）2階以上を軽量
鉄骨造とするハイブリッド構造で水害、地震、台風、火災、あらゆる災害に強い戸建レジリエンス住宅

「水害に負けない安心の暮らし」の商品を通じて、事業コンセプトである「ECO&SAFETY（環境・安全・
安心）」を実践しております。なお、当年度の戸建住宅におけるZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ
ス）比率については95%（前年同期97%）となりました。引き続き100%を目指してまいります。

　 　不動産ソリューションにおきましては、「ウェルジョイントシステム」により土地オーナーと事業主の
マッチングを行い、大型施設（介護、医療モール、社宅、商業施設）等の軽量鉄骨工法による受注に注力
しております。また、経済合理設計提案「W-eco design（ダブル・エコ・デザイン）賃貸住宅」やガ
レージハウス等の特色ある賃貸住宅の提案も行っております。なお、当年度の賃貸住宅におけるZEH比率
については、ZEH対応不可のガレージハウスを除き98%（前年同期93%）となりました。

　 　リフォームにおきましては、創エネ（太陽光発電、蓄電システム）、省エネ（オール電化、断熱リフォー
ム、省エネ設備）、安全（水害対策リフォーム、耐震リフォーム、バリアフリー、防音リフォーム）、安心

（防犯リフォーム、健康リフォーム、セキュリティシステム）の取り組みにより、受注拡大を図っており
ます。また、環境省の「グリーンライフ・ポイント」や、3省（国土交通省、経済産業省、環境省）連携
による「住宅省エネ2025キャンペーン」等の推進により一層の拡大を目指してまいります。

　 　リニューアル流通（既存住宅流通）におきましては、スクラップ&ビルドから脱却しエンボディドカー
ボンを削減したサスティナブルな住宅循環を実現するため、「リニューアルサイクル・カーボン・マイナ
ス住宅」の提案を積極的に進めるとともに、当社独自の基準を設け、エリアと価格帯を絞った既存住宅の
取得も積極的に行っております。

　 　フロンティア事業におきましては、子会社のサンヨーアーキテック株式会社が太陽光や蓄電池等のエ
コ・エネルギー設備と鉄骨構造躯体の販売、施工等を担っております。

　 　この結果、当連結会計年度の住宅事業の業績につきましては、売上高20,189百万円（前年同期比3.0%
減）、営業利益5百万円（前年同期比489百万円の改善）となりました。
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　 　マンション事業におきましては、当連結会計年度の新規竣工は、計画通り3月に竣工した「サンメゾン
香里園駅前」（大阪府寝屋川市・153戸）を含め7棟（前年同期は7棟）となり、売上高につきましては前
年並み、営業利益につきましては建設価格の高騰等により対前年比減少となりました。なお、次年度にお
いても新規竣工物件7棟を予定しております。

　 　また、マンション事業においてもZEH－M（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション）化を進
めており、当連結会計年度において4棟がZEH－Mとなりました。

　 　この結果、当連結会計年度のマンション事業の業績は、売上高20,534百万円（前年同期比0.2%減）、
営業利益1,732百万円（前年同期比22.1%減）となりました。

　 　ライフサポート事業におきましては、マンション管理、介護・保育・学童施設運営、寄り添いロボット
の開発・販売等の生活支援サービスや地方創生を担っております。

　 　この結果、当連結会計年度のその他事業の業績は、売上高4,795百万円（前年同期比7.2%増）、営業利
益29百万円（前年同期比67百万円の改善）となりました。

部門別受注高及び売上高 （単位：百万円）

部　　門 前期末受注残高 当期受注高 当期売上高 当期末受注残高

住 宅 部 門 12,255 20,624 20,189 12,691
マ ン シ ョ ン 部 門 11,188 21,543 20,534 12,197
そ の 他 ― 4,795 4,795 ―

合　　計 23,443 46,963 45,518 24,888

②　設備投資の状況
　当連結会計年度中において、主として住宅事業における生産体制の強化、その他におけるライフサポート
事業等のために総額107百万円の設備投資を実施しております。なお、設備投資の金額には無形固定資産に
対する投資8百万円が含まれております。

　セグメント別の設備投資額は次のとおりであります。
 （住宅事業）
　当連結会計年度においては、105百万円の設備投資を実施しました。
　主な内訳は、営業所の新設、工場設備の更新等であります。
 （その他）
　当連結会計年度においては、1百万円の設備投資を実施しました。
　主な内訳は、ライフサポート事業における備品、ソフトウェア等であります。
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③　資金調達の状況
　当社は主な資金調達として、長期借入金による10,682百万円の資金借入を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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①　企業集団の財産及び損益の状況

区　　　　分 第26期
（2022年3月期）

第27期
（2023年3月期）

第28期
（2024年3月期）

第29期
（当連結会計年度）
（2025年3月期）

売 上 高 （百万円） 51,123 40,970 45,860 45,518
経常利益又は経常損失（△）（百万円） 545 △191 935 1,167
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）（百万円） 326 △245 648 673

1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失（△） （円） 29.49 △22.15 58.31 60.21

総 資 産 （百万円） 46,886 49,913 46,406 50,553
純 資 産 （百万円） 15,048 14,517 14,905 15,321
1株 当 た り 純 資 産 額 （円） 1,358.62 1,308.19 1,338.62 1,367.23

（注） 1． 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数により、1株当たり純資産額は、
期末発行済株式総数により算出しております。

 2． 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式については、
その計算において控除する自己株式に、株式給付信託が所有する当社株式を含めております。

②　当社の財産及び損益の状況

区　　　　分 第26期
（2022年3月期）

第27期
（2023年3月期）

第28期
（2024年3月期）

第29期
（当事業年度）

（2025年3月期）

売 上 高 （百万円） 41,052 30,257 34,426 33,807
経常利益又は経常損失（△）（百万円） 235 △416 801 924
当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 137 △388 569 586
1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失（△） （円） 12.39 △35.01 51.20 52.51

総 資 産 （百万円） 44,820 47,656 44,107 48,244
純 資 産 （百万円） 13,906 13,241 13,543 13,886
1株 当 た り 純 資 産 額 （円） 1,255.54 1,193.18 1,216.34 1,239.23

（注） 1． 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数により、1株当たり純資産額は、
期末発行済株式総数により算出しております。

 2． 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式については、
その計算において控除する自己株式に、株式給付信託が所有する当社株式を含めております。

（2） 財産及び損益の状況
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①　重要な親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会　　社　　名 資本金 当社出資比率 主要な事業内容

百万円 ％
サ ン ヨ ー リ フ ォ ー ム 株 式 会 社 90 100.0 リフォーム工事等の請負等
サンヨーホームズコミュニティ株式会社 50 100.0 マンションの管理受託業務等

サ ン ヨ ー ア ー キ テ ッ ク 株 式 会 社 50 100.0 住宅の施工、軽量鉄骨OEM事業、
太陽光発電設備等の販売・施工等

（3） 重要な親会社及び子会社の状況

　次期の住宅業界は、引き続き鋼材・資材等価格の高止まり、人件費等の上昇、不安定な為替相場動向、金利
についてもマイナス金利解除後の上昇傾向と、社会・経済状況に対する影響は大きく、引き続き不透明な状況
が想定されます。
　また、少子高齢化の加速による生産人口の減少や世帯構成の変化による単独世帯の増加等への課題対応、建
設業界においても、温室効果ガスの削減が大きな課題であります。
　このような中、当社グループは、ビジョンステートメントとして、「我々は“社会になくてはならない存在”
でありつづけます。」を掲げ、スローガンである「人と地球がよろこぶ住まい」、事業コンセプトである「エコ
&セーフティ」（環境・安全・安心）を実践し、「住まい」と「暮らし」のお困りごとをお客様と一緒になって
解決し住まい方の変化にも常に身近で寄り添える一生のパートナーとして、付加価値を向上させ、企業価値の
持続的成長を図ってまいります。

（4） 対処すべき課題
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　当社グループは、当社と連結子会社3社で構成され、「For the best life」を経営指針とし、住宅事業（戸
建住宅・賃貸福祉住宅・リニューアル流通・住宅リフォームの設計・施工監理及び請負・分譲等）、マンショ
ン事業（マンションの開発・販売・賃貸等）を柱とし、総合「住生活」提案企業としてお客様のよりよい人生
のために生涯にわたるサポートをめざし事業活動を展開しております。

　住宅事業
　　 工場にて住宅部材を製造し、主に4大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏、北九州・福岡大都市圏）におい

て、戸建住宅（プレハブ住宅）、賃貸福祉住宅、リニューアル流通、住宅リフォームの設計・施工監理及
び請負・分譲等を行っております。連結子会社のサンヨーリフォーム株式会社は住宅リフォームの設計・
施工監理及び請負等を行っております。サンヨーアーキテック株式会社は、太陽光システム販売、軽量鉄
骨プレハブシステムの架構体OEM供給、軽量鉄骨倉庫の開発・販売・施工、戸建住宅、賃貸福祉住宅の
施工等を行っております。

　マンション事業
　　主に4大都市圏において、新築及びリノベーションマンションの開発、販売等を行っております。

　その他
　　 連結子会社のサンヨーホームズコミュニティ株式会社は、ライフサポート事業として、マンション管理業、

保険代理業、保育事業、リハビリ型デイサービス施設の運営等、安心・快適な日常生活をサポートする
サービス事業を行っております。また、ライフサポート事業として、高齢者の在宅支援として介護系ロ
ボット開発や地方創生に取り組んでおります。

（5） 主要な事業内容（2025年3月31日現在）
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借　　入　　先 借　入　額（百万円）

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,770
株 式 会 社 山 口 銀 行 1,410
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 1,221
株 式 会 社 京 都 銀 行 1,100
株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,020

（注）シンジケートローンは除きます。

（8） 主要な借入先の状況（2025年3月31日現在）

事　業　区　分 使　用　人　数 前期比増減
住 宅 事 業 375（113）名 15名減（ 4名減）
マ ン シ ョ ン 事 業 56（ 11）名 7名減（  ―  ）
そ の 他 301（344）名 11名減（ 6名減）
全 社 （ 共 通 ） 31（  5）名 2名増（ 3名減）

合 計 763（473）名 31名減（13名減）
（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（7） 企業集団の使用人の状況（2025年3月31日現在）

（6） 主要な営業所及び工場（2025年3月31日現在）

①　当社の主要な営業所及び工場
本 社 大阪市西区

本 店 ・ 事 業 所 ・ 工 場
東京本店：東京都千代田区、中部事業所：名古屋市千種区
大阪本店：大阪市西区、福岡事業所：福岡市中央区
枚方事業所：大阪府枚方市

マ ン シ ョ ン 事 業 部

東京マンション事業部：東京都千代田区
中部マンション事業部：名古屋市千種区
大阪マンション事業部：大阪市西区
福岡マンション事業部：福岡市中央区

②　子会社
サ ン ヨ ー リ フ ォ ー ム 株 式 会 社 大阪市西区
サンヨーホームズコミュニティ株式会社 大阪市西区
サ ン ヨ ー ア ー キ テ ッ ク 株 式 会 社 大阪府枚方市
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2．会社の現況

①　発行可能株式総数 40,000,000株
②　発行済株式の総数 12,620,000株 （うち自己株式719,741株）
③　単元株式数 100株
④　株主数 18,496名
⑤　大株主

株　　主　　名 持　株　数（千株） 持株比率（％）
株 式 会 社 L I X I L 3,100 26.05
オ リ ッ ク ス 株 式 会 社 1,666 14.01
関 西 電 力 株 式 会 社 1,485 12.48
セ コ ム 株 式 会 社 1,300 10.92
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 702 5.91
サ ン ヨ ー ホ ー ム ズ 従 業 員 持 株 会 158 1.33
中 島 和 信 107 0.91
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 54 0.46
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 50 0.42
株 式 会 社 ワ カ タ ケ 32 0.27

（注） 1．当社は自己株式を719千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 2．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
 3． 株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式702千株のうち、役員向け及び従業員向け株式給付信託が所有す

る当社株式694千株については、連結計算書類及び計算書類において自己株式として表示しております。
⑥　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

株　　式　　数 交付対象者数
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） ―株 ―名

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「2.（3）⑤取締役の報酬等」に記載しております。

（1） 株式の状況（2025年3月31日現在）

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
　該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

③　その他新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

（2） 新株予約権等の状況
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①　取締役の状況（2025年3月31日現在）
会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 田 中 康 典
代 表 取 締 役 社 長 松 岡 久 志 社長執行役員　マンション事業本部長

代 表 取 締 役 美 山 正 人 副社長執行役員　住宅事業本部長 兼 営業推進部管掌
兼 東京本店長

取 締 役 福 井 江 治

専務執行役員　経営管理本部長
サンヨーリフォーム株式会社監査役
サンヨーホームズコミュニティ株式会社監査役
サンヨーアーキテック株式会社監査役

取締役（監査等委員） 薗 　 吉 輔 株式会社フィナンシャルエージェンシー監査役

取締役（監査等委員） 高 山 和 則
高山公認会計士事務所所長
A&Fコンサルティング株式会社代表取締役
タビオ株式会社社外監査役

取締役（監査等委員） 田 原 祐 子

株式会社ベーシック代表取締役
一般社団法人ナレッジマネジメント・ラボ代表理事
兼松株式会社　社外取締役
学校法人先端教育機構　社会構想大学院大学　教授
株式会社南都銀行社外取締役

（注） 1． 取締役（監査等委員）薗吉輔氏、取締役（監査等委員）高山和則氏、取締役（監査等委員）田原祐子氏は社外取締
役であります。

 2． 取締役（監査等委員）高山和則氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
取締役（監査等委員）高山和則氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。

 3． 当社は取締役（監査等委員）薗吉輔氏、取締役（監査等委員）高山和則氏及び取締役（監査等委員）田原祐子氏を
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 4． 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並び
に内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため、取締役（監査等委員）高山和則氏を監査等委員長として選定
しております。

 5． 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施している
ため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

（3） 会社役員に関する事項
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 6．2025年4月1日の執行体制は下記のとおりです。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第1項の規定により取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に会社法
第423条第1項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
　現在、当社は定款に基づき各取締役（業務執行取締役等である者を除く。）と責任限定契約を締結してお
ります。なお、損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

③　補償契約の内容の概要
　当社は、取締役　田中康典、松岡久志、美山正人、福井江治、監査等委員である取締役　薗吉輔、高山和則、
田原祐子の7氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用
及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
　ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、その職
務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており
ます。当該保険契約の被保険者の範囲は全役員（子会社の全役員を含む）であり、被保険者は保険料を負担
しておりません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為、不正行為、詐欺行為、
又は法令等に違反することを認識しながら行った行為については填補の対象としないこととしております。

氏　　名 役　　職
田 中 康 典 取 締 役 会 長
松 岡 久 志 代表取締役社長社長執行役員
美 山 正 人 代表取締役副社長執行役員
福 井 江 治 取 締 役 専 務 執 行 役 員
田 中 教 二 専 務 執 行 役 員
城 戸 雄 弘 常 務 執 行 役 員

氏　　名 役　　職
下 井 裕 史 執 行 役 員
細 井 昭 宏 執 行 役 員
松 尾 　 厚 執 行 役 員
川 本 洋 史 執 行 役 員
田 上 英 嗣 執 行 役 員
杉 生 靖 彦 執 行 役 員
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⑤　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を
次のとおり決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び
決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会
からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針にそうものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本方針
　 　当社の取締役及び執行役員の報酬については、持続的な企業価値の向上に資し、また株主利益とも連

動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを
基本方針とする。具体的には、社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬は、固定報酬としての基本
報酬、業績連動報酬として、短期インセンティブの年次賞与、中長期インセンティブの業績連動型株式
報酬により構成する。監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払う
こととする。

ｂ．基本報酬の個人別報酬等の決定に関する方針
　 　当社の取締役及び執行役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社

水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、毎月、
一定の時期に支給する。

ｃ．業績連動報酬並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
　 　業績連動報酬は、毎年の業績に応じて支給される年次賞与及び株価の変動による利益・リスクを株主

の皆様との共有する業績連動型株式報酬により構成する。非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬とする。

　 　短期インセンティブである年次賞与は、事業年度ごとのグループ全体の利益、各担当部門等の業績を
業績指標（KPI）とし、定量及び定性的個人業績評価等を総合的に勘案し、評価に応じた現金報酬とし、
毎年、一定の時期に支給する。

　 　中長期インセンティブかつ非金銭報酬等である業績連動型株式報酬は、連結経常利益の計画達成率を
業績指標（KPI）とし、毎年（算定式）役位別基礎ポイント×業績連動支給率にて算出したポイントを
付与し、原則、退任時に付与ポイントに基づいて算定される数の株式を交付する。
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ｄ．報酬等割合の決定に関する方針
　 　社外取締役を除く取締役及び執行役員の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関

連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会におい
て検討を行う。eの委任を受けた代表取締役社長は指名・報酬諮問委員会の答申内容に従って、取締役
の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：
業績連動報酬：非金銭報酬等＝77%：14%：9%とする（KPIを100%達成の場合）。

　（注）業績連動報酬等は、役員賞与であり、非金銭報酬等は業績連動型株式報酬

ｅ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　 　取締役会は、代表取締役社長松岡久志に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役

の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体
の業績等を勘案しつつ各取締役会の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断し
たためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥
当性等について確認しております。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

区　　　分 報酬等の額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）
基本報酬 賞　　与 株式報酬

取締役（監査等委員を除く） 141 110 15 15 4
取 締 役（ 監 査 等 委 員 ）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）
18

（18）
18

（18） ― ― 3
（3）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

160
（18）

129
（18） 15 15 7

（3）
（注） 1．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 2． 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び業績連動報酬等の算定方法は、「イ.役員報酬

等の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。当該業績指標を選択した理由は当該指標が損益の状況を表
す指標であり、業績指標に関する実績については、「1.（2）財産及び損益の状況」に記載しております。

 3． 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「イ.役員報酬等の決定に関する方針等」に記載
のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2.（1）⑥当事業年度中に職務執行の対価として当
社役員に交付した株式の状況」に記載しております。

 4． 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第21回定時株主総会において、年額300
百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、7名です。
また、別枠で、取締役（監査等委員を除く）について、2021年6月24日開催の第25回定時株主総会において、業
績連動型株式報酬額として当初5年間185百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役

（監査等委員を除く）の員数は、5名です。
 5． 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第19回定時株主総会において、年額40百万円以

内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名です。
 6．上記株式報酬は、役員株式給付信託に係る当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
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⑥　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・ 取締役薗吉輔氏は、株式会社フィナンシャルエージェンシーの監査役であります。当社と兼職先との間
には特別の関係はありません。

・ 取締役高山和則氏は、高山公認会計士事務所所長、A&Fコンサルティング株式会社代表取締役及びタビ
オ株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・ 取締役田原祐子氏は、株式会社ベーシック代表取締役、一般社団法人ナレッジマネジメント・ラボ代表
理事、兼松株式会社社外取締役、学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学 教授及び株式会社南都銀
行社外取締役であります。株式会社南都銀行とは融資等の取引関係がありますが、当社と株式会社南都
銀行との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼす事項はありません。また他の兼職先との間には特別の
関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

区　　　分 氏　　　名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員） 薗 　 吉 輔

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査等委員会12回のう
ち12回に出席いたしました。長年の企業経営者としての豊富な経験、また、
金融・市場に対する専門的見地から、取締役会において、業務執行を行う経
営陣から独立した視点からの助言・提言を行っております。また、監査等委
員会において、内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員） 高 山 和 則

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査等委員会12回のう
ち12回に出席いたしました。公認会計士及び税理士としての専門的見地から、
取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システム
並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員） 田 原 祐 子

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査等委員会12回のう
ち12回に出席いたしました。長年の企業経営者としての豊富な経験、また、
営業に対する専門的見地や女性視点から、取締役会において、業務執行を行
う経営陣から独立した視点からの助言・提言を行っております。また、監査
等委員会において、内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
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3．会計監査人に関する事項

　仰星監査法人

（1） 名称

報酬等の額（百万円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 41
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 41

（注） 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額
を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの
合計額を記載しております。

（2） 報酬等の額

　監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査
人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の相当性、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、
これらについて合理的なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。

（3） 監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意をした理由

　該当事項はございません。

（4） 非監査業務の内容

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

（5） 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
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　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題として認識しており、将来の企業成長と経営体質
強化のための内部留保を確保しつつ、株主の皆様へ継続的に配当を行うことを基本方針としています。
　上記方針を踏まえ、当事業年度の利益配当につきましては、自己資本の充実による財務体質の強化はもとよ
り、株主の皆様への利益還元を重視し、年間25円の配当金とさせていただきました。次期の年間配当金につ
きましては、前年と同額の25円を予定しております。

4．剰余金の配当等の決定に関する方針
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連結計算書類

連結貸借対照表
（2025年3月31日現在）

科　　　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　　　目 金　　　　額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 45,291,402 流 動 負 債 23,316,348
現 金 及 び 預 金 10,432,054 支払手形・工事未払金等 6,202,066
受取手形・完成工事未収入金等 1,877,077 電 子 記 録 債 務 1,742,175
販 売 用 不 動 産 10,336,898 短 期 借 入 金 3,690,000
仕 掛 販 売 用 不 動 産 21,486,976 1年内返済予定の長期借入金 4,604,000
未 成 工 事 支 出 金 117,219 1年 内 償 還 予 定 の 社 債 100,000
そ の 他 の 棚 卸 資 産 196,988 未 払 費 用 536,169
前 払 費 用 271,398 未 払 法 人 税 等 243,409
そ の 他 574,368 未 成 工 事 受 入 金 3,744,595
貸 倒 引 当 金 △1,579 前 受 金 684,243

固 定 資 産 5,261,838 賞 与 引 当 金 367,596
有 形 固 定 資 産 3,086,243 株 式 給 付 引 当 金 60,320

建 物 及 び 構 築 物 1,977,058 完 成 工 事 補 償 引 当 金 66,600
土 地 1,065,888 そ の 他 1,275,172
そ の 他 43,296 固 定 負 債 11,915,796

無 形 固 定 資 産 60,746 長 期 借 入 金 9,913,000
ソ フ ト ウ エ ア 56,813 社 債 100,000
そ の 他 3,932 繰 延 税 金 負 債 5,990

投 資 そ の 他 の 資 産 2,114,847 役 員 株 式 給 付 引 当 金 213,173
投 資 有 価 証 券 30,140 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 6,350
繰 延 税 金 資 産 732,236 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,271,229
そ の 他 1,367,538 そ の 他 406,052
貸 倒 引 当 金 △15,067 負 債 合 計 35,232,144

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 15,350,070

資 本 金 5,945,162
資 本 剰 余 金 3,612,399
利 益 剰 余 金 6,770,994
自 己 株 式 △978,485

その他の包括利益累計額 △28,974
退職給付に係る調整累計額 △28,974

純 資 産 合 計 15,321,096
資 産 合 計 50,553,241 負 債 純 資 産 合 計 50,553,241

（単位：千円）
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連結損益計算書
（2024年4月 1 日から

2025年3月31日まで）
科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

売 上 高 45,518,339

売 上 原 価 36,282,640

売 上 総 利 益 9,235,699

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,279,664

営 業 利 益 956,034

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,759

受 取 賃 貸 料 48,413

違 約 金 収 入 341,804

そ の 他 44,525 440,503

営 業 外 費 用

支 払 利 息 206,688

そ の 他 22,091 228,779

経 常 利 益 1,167,758

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,741 4,741

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

減 損 損 失 88,041 88,041

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,084,458

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 236,746

法 人 税 等 調 整 額 174,633 411,380

当 期 純 利 益 673,078

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 673,078

（単位：千円）
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計算書類

貸 借 対 照 表
（2025年3月31日現在）

（単位：千円）
科　　　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　　　目 金　　　　額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 43,447,022 流 動 負 債 22,750,499
現 金 及 び 預 金 9,353,834 電 子 記 録 債 務 1,742,175
受 取 手 形 49,779 工 事 未 払 金 5,214,590
完 成 工 事 未 収 入 金 798,655 買 掛 金 214,236
売 掛 金 26,413 短 期 借 入 金 4,790,000
販 売 用 不 動 産 10,336,898 1年内返済予定の長期借入金 4,580,000
仕 掛 販 売 用 不 動 産 21,486,976 1年 内 償 還 予 定 の 社 債 100,000
未 成 工 事 支 出 金 61,932 未 払 金 47,272
そ の 他 の 棚 卸 資 産 196,465 未 払 費 用 453,992
前 払 費 用 164,111 未 払 法 人 税 等 155,751
そ の 他 974,191 未 成 工 事 受 入 金 3,324,255
貸 倒 引 当 金 △2,235 前 受 金 684,153

固 定 資 産 4,797,974 預 り 金 1,067,927
有 形 固 定 資 産 2,505,100 賞 与 引 当 金 239,462

建 物 1,410,776 株 式 給 付 引 当 金 60,320
構 築 物 5,573 完 成 工 事 補 償 引 当 金 66,600
機 械 及 び 装 置 17,944 有 償 支 給 に 係 る 負 債 9,762
工 具、 器 具 及 び 備 品 4,937 固 定 負 債 11,607,826
土 地 1,065,868 長 期 借 入 金 9,913,000

無 形 固 定 資 産 48,726 社 債 100,000
ソ フ ト ウ エ ア 45,047 退 職 給 付 引 当 金 1,130,403
そ の 他 3,679 役 員 株 式 給 付 引 当 金 190,203

投 資 そ の 他 の 資 産 2,244,147 資 産 除 去 債 務 64,212
投 資 有 価 証 券 60 そ の 他 210,006
関 係 会 社 株 式 290,912 負 債 合 計 34,358,325
出 資 金 190 （ 純 資 産 の 部 ）
長 期 貸 付 金 45,881 株 主 資 本 13,886,671
長 期 前 払 費 用 362,747 資 本 金 5,945,162
差 入 保 証 金 874,668 資 本 剰 余 金 3,612,399
繰 延 税 金 資 産 663,296 資 本 準 備 金 2,945,162
そ の 他 10,643 そ の 他 資 本 剰 余 金 667,236
貸 倒 引 当 金 △4,253 利 益 剰 余 金 5,307,595

そ の 他 利 益 剰 余 金 5,307,595
繰 越 利 益 剰 余 金 5,307,595

自 己 株 式 △978,485
純 資 産 合 計 13,886,671

資 産 合 計 48,244,996 負 債 純 資 産 合 計 48,244,996
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損 益 計 算 書
（2024年4月 1 日から

2025年3月31日まで）
科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

売 上 高 33,807,806
完 成 工 事 高 12,032,411
不 動 産 事 業 売 上 高 20,808,359
そ の 他 の 売 上 高 967,035

売 上 原 価 27,426,843
完 成 工 事 原 価 9,938,920
不 動 産 事 業 売 上 原 価 16,883,387
そ の 他 の 売 上 原 価 604,535
売 上 総 利 益 6,380,963

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,661,256
営 業 利 益 719,706

営 業 外 収 益
受 取 利 息 6,268
受 取 手 数 料 12,777
受 取 賃 貸 料 53,652
違 約 金 収 入 341,423
そ の 他 19,362 433,484

営 業 外 費 用
支 払 利 息 210,130
そ の 他 18,284 228,414
経 常 利 益 924,776

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4,741 4,741

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
減 損 損 失 88,041 88,041

税 引 前 当 期 純 利 益 841,476
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 107,003
法 人 税 等 調 整 額 147,503 254,507
当 期 純 利 益 586,969

（単位：千円）
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監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

サンヨーホームズ株式会社
　取締役会　御中

2025年5月19日

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、サンヨーホームズ株式会社の2024年4月1日から2025年3
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
サンヨーホームズ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

仰星監査法人
　大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西田　直樹
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川勝　充樹
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るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

　・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合
は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

　・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督
及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
 以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

サンヨーホームズ株式会社
　取締役会　御中

2025年5月19日

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、サンヨーホームズ株式会社の2024年4月1日から
2025年3月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

仰星監査法人
　大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西田　直樹
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川勝　充樹
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に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

　・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 以　上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第29期事業年度における取締役の職
務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　 　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する
とともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

　① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会
社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関
する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果
　　① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。
　　② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
　　③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制

システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　2025年5月20日

（注） 監査等委員薗吉輔、高山和則、及び田原祐子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役
であります。

以　上

サ ン ヨ ー ホ ー ム ズ 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会
監 査 等 委 員 薗 　 吉 輔 ㊞
監 査 等 委 員 高 山 和 則 ㊞
監 査 等 委 員 田 原 祐 子 ㊞
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